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〇
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れ
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蜻
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〇
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史
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憲
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濱
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篇
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岡
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〇
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〇
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語
の

視
界
１
〈
準
拠
と
引
用
〉
』
新
典
社
、
一
九
九
四

藤
原
克
己
「
源
氏
物
語
の
文
体
・
表
現
と
漢
詩
文
」
『
源
氏
物
語
研
究
集
成
』
第
三
巻
、
風
間
書
房
、

一
九
九
八

藤
原
克
己
「
た
け
き
宿
世
」
『
人
物
造
型
か
ら
み
た
『
源
氏
物
語
』
』
至
文
堂
、
一
九
九
八

藤
原
克
己
「
薫
と
浮
舟
の
物
語
ー
イ
ロ
ニ
ー
と
ロ
マ
ネ
ス
ク
ー
」
寺
田
澄
江
ほ
か
編
『
源
氏
物
語
の
透

明
さ
と
不
透
明
さ
』
青
簡
舎
、
二
〇
〇
九

藤
村
潔
『
源
氏
物
語
の
構
造
』
桜
風
社
、
一
九
六
六

藤
村
潔
『
源
氏
物
語
の
構
造

第
二
』
赤
尾
照
文
堂
、
一
九
七
一
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藤
本
勝
義
『
源
氏
物
語
の
人
こ
と
ば
文
化
』
新
典
社
、
一
九
九
九

増
田
繁
夫
「
浮
舟
の
出
家
」
『
古
代
文
学
論
叢
第
四
輯

源
氏
物
語
と
和
歌

研
究
と
資
料
』
武
蔵
野

書
院
、
一
九
七
四

増
田
繁
夫
「
六
条
御
息
所
の
准
拠
」
『
源
氏
物
語
の
人
物
と
構
造
』
笠
間
書
院
、
一
九
八
二

増
田
繁
夫
「
和
泉
式
部
集
を
読
み
解
く

帥
宮
挽
歌
群
」
『
国
文
学
』
一
九
九
〇
・
一
〇

増
田
繁
夫
「
書
評

今
井
上
著
『
源
氏
物
語

表
現
の
理
路
』
」
『
日
本
文
学
』
二
〇
〇
八
・
一
一

増
田
美
子
『
日
本
喪
服
史

古
代
篇
―
葬
送
儀
礼
と
装
い
―
』
源
流
社
、
二
〇
〇
二

松
野
彩
「
服
喪
期
間
と
喪
服
の
色
―
実
忠
と
北
の
方
の
そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
―
」
『
う
つ
ほ
物
語
と
平
安

貴
族
生
活
―
史
実
と
虚
構
の
織
り
な
す
世
界
―
』
新
典
社
、
二
〇
一
五

松
野
彩
「
『
う
つ
ほ
物
語
』
と
年
中
行
事
」
『
う
つ
ほ
物
語
と
平
安
貴
族
生
活
―
―
史
実
と
虚
構
の
織

り
な
す
世
界
―
―
』
新
典
社
、
二
〇
一
五

三
田
村
雅
子
「
召
人
の
ま
な
ざ
し
か
ら
」
『
源
氏
物
語

感
覚
の
論
理
』
有
精
堂
、
一
九
九
六

三
橋
正
『
日
本
古
代
神
祇
制
度
の
形
成
と
展
開
』
法
蔵
館
、
二
〇
一
〇

室
城
秀
之
『
う
つ
ほ
物
語
の
表
現
と
論
理
』
若
草
書
房
、
一
九
九
六

室
田
知
香
「
『
源
氏
物
語
』
第
二
部
後
半
の
『
竹
取
物
語
』
受
容
」
『
中
古
文
学
』
二
〇
一
二
、
六

本
橋
裕
美
「
光
源
氏
の
流
離
と
伊
勢
空
間
」
『
源
氏
物
語
煌
め
く
こ
と
ば
の
世
界
』
翰
林
書
房
、
二
〇

一
四

森
一
郎
『
源
氏
物
語
の
方
法
』
桜
楓
社
、
一
九
六
九

森
一
郎
「
落
葉
宮
物
語
―
そ
の
主
題
と
構
造
―
」『
源
氏
物
語
作
中
人
物
論
』
笠
間
書
院
、
一
九
七
九

森
一
郎
『
源
氏
物
語
生
成
論
―
局
面
集
中
と
継
起
的
展
開
』
世
界
思
想
社
、
一
九
八
六

森
一
郎
『
源
氏
物
語
の
方
法
と
構
造
』
和
泉
書
院
、
二
〇
一
〇

森
田
直
美
「
服
飾
に
よ
る
創
造
を
読
み
解
く
―
『
源
氏
物
語
』
の
「
聴
色
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
―
」
助

川
幸
逸
郎
ほ
か
編
『
新
時
代
へ
の
源
氏
学
６

虚
構
と
歴
史
の
は
ざ
ま
で
』
竹
林
舍
、
二
〇
一
四

森
野
正
弘
「
明
石
の
君
と
歌
人
伊
勢
」
『
源
氏
物
語
の
音
楽
と
時
間
』
新
典
社
、
二
〇
一
四

森
藤
侃
子
「
槿
斎
院
の
初
期
を
め
ぐ
っ
て
」
『
源
氏
物
語
』
桜
楓
社
、
一
九
八
四

森
本
元
子
「
夕
霧
の
巻
「
入
方
の
月
の
山
の
は
近
き
ほ
ど
」
」『
平
安
文
学
研
究
』
一
九
七
二
・
六

矢
沢
勢
紀
子
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
時
間
意
識
―
―
年
始
の
諸
相
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」
『
日
本
思
想
史

学
』
十
一
、
一
九
七
九
・
九

山
田
利
博
『
源
氏
物
語
解
析
』
明
治
書
院
、
二
〇
一
〇

山
本
幸
司
『
穢
と
大
祓

増
補
版
』
解
放
出
版
社
、
二
〇
〇
九
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山
本
登
朗
「
生
田
川
伝
説
の
変
貌
―
大
和
物
語
百
四
十
七
段
の
再
検
討
―
」
『
国
語
国
文
』
一
九
九
二

・
七

湯
淺
幸
代
「
憑
く
女
君
、
憑
か
れ
る
女
君
」
『
夢
と
物
の
怪
の
源
氏
物
語
』
翰
林
書
房
、
二
〇
一
〇

吉
岡
曠
『
源
氏
物
語
論
』
笠
間
書
院
、
一
九
七
二

吉
海
直
人
「
六
条
御
息
所
と
「
ま
こ
と
や
」
」
『
源
氏
物
語
の
新
考
察
』
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
三

吉
田
幹
生
『
日
本
古
代
恋
愛
文
学
史
』
笠
間
書
院
、
二
〇
一
五

宗
雪
修
三
「
「
椎
本
」
巻
に
お
け
る
和
歌
言
語
の
方
法
」
『
名
古
屋
大
学
国
語
国
文
学
』
一
九
七
八
・

一
二
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要
旨本

論
文
は
、
『
源
氏
物
語
』
の
時
間
設
定
を
め
ぐ
っ
て
、
次
の
二
点
を
考
察
し
、
論
じ
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
る
。
一
つ
は
、
『
源
氏
物
語
』
が
物
語
に
流
れ
る
時
間
を
い
か
に
構
築
し
、
物
語
内
部
の
時

間
の
持
続
感
や
一
貫
性
を
確
保
し
て
い
る
の
か
と
い
う
、
物
語
の
時
間
設
定
上
の
模
索
と
戦
略
、
す
な

わ
ち
「
時
間
設
定
の
方
法
」
の
検
討
、
い
ま
一
つ
は
、
物
語
が
設
定
し
た
時
間
そ
の
も
の
が
、
物
語
展

開
上
の
方
法
と
し
て
い
か
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
、
「
物
語
の
方
法
と
し
て
の
時
間
設
定
」
の
獲
得

と
、
「
方
法
と
し
て
の
時
間
設
定
」
が
反
復
さ
れ
る
こ
と
で
ど
の
よ
う
な
方
法
的
な
深
化
が
認
め
ら
れ

る
の
か
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
る
。
全
四
部
・
八
章
と
付
録
か
ら
成
る
。

第
一
部
「
人
物
造
型
と
時
間
設
定
」
で
は
、
人
物
の
年
齢
や
、
人
物
に
関
わ
る
時
間
設
定
が
人
物
相

互
の
対
照
性
の
中
で
提
示
さ
れ
、
時
に
一
度
設
定
し
た
時
間
設
定
と
矛
盾
す
る
設
定
が
さ
れ
た
り
、
年

齢
が
明
示
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
年
齢
の
印
象
を
場
面
に
応
じ
て
操
作
し
た
り
す
る
例
を
挙
げ
な
が
ら
、

源
氏
物
語
の
戦
略
的
な
人
物
対
照
の
方
法
と
、
そ
れ
に
連
動
す
る
時
間
設
定
の
方
法
に
つ
い
て
考
察
し

た
。第

一
章
「
六
条
御
息
所
の
人
物
造
型
と
時
間
設
定
」
で
は
、
光
源
氏
と
の
関
係
を
共
に
「
似
げ
な
し
」

と
感
じ
て
い
る
年
上
の
女
君
と
し
て
類
型
的
に
登
場
す
る
六
条
御
息
所
と
葵
の
上
が
、
紅
葉
賀
巻
で
葵

の
上
が
「
四
年
ば
か
り
が
こ
の
か
み
」
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
以
降
、
生
霊
化
す
る
側
と
生
霊
に
取

り
憑
か
れ
る
側
で
あ
る
両
者
の
類
同
性
を
示
し
つ
つ
、
葵
の
上
の
優
位
性
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
様
相

を
追
う
。
さ
ら
に
、
六
条
御
息
所
が
様
々
な
作
中
人
物
と
対
照
さ
れ
な
が
ら
、
一
貫
し
た
人
物
像
を
保

ち
得
て
い
る
理
由
を
、
対
照
の
組
み
替
え
の
巧
み
さ
の
点
か
ら
論
じ
る
。
年
齢
設
定
の
問
題
を
端
緒
と

し
て
、
よ
り
広
く
作
中
人
物
の
対
照
的
な
造
型
と
、
人
物
造
型
の
一
貫
性
の
保
持
に
つ
い
て
考
察
を
試

み
た
も
の
で
あ
る
。

第
二
章
「
浮
舟
物
語
の
人
物
造
型
と
時
間
設
定
」
で
は
、
浮
舟
物
語
の
東
屋
巻
か
ら
手
習
巻
ま
で
の

巻
々
に
三
ヶ
月
ご
と
の
時
間
の
区
切
り
が
設
定
さ
れ
て
い
る
可
能
性
を
指
摘
し
た
上
で
、
対
照
的
に
造

型
さ
れ
て
い
る
薫
と
匂
宮
が
、
そ
れ
ぞ
れ
三
ヶ
月
ご
と
の
時
間
を
割
り
当
て
ら
れ
な
が
ら
浮
舟
と
向
き

合
っ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
手
習
巻
の
中
将
に
も
浮
舟
に
対
す
る
三
ヶ
月
の
求
婚
期
間
が
設
け
ら
れ

た
可
能
性
を
論
じ
た
。
一
人
の
女
君
に
対
し
て
複
数
の
男
君
が
求
愛
す
る
際
に
、
同
一
の
時
間
が
割
り

当
て
ら
れ
る
例
と
し
て
は
、
求
婚
者
た
ち
に
三
年
ご
と
の
時
間
が
与
え
ら
れ
た
『
竹
取
物
語
』
の
例
が

あ
る
が
、
浮
舟
物
語
に
お
い
て
は
、
三
ヶ
月
ご
と
の
時
間
の
区
切
り
が
意
識
的
に
設
け
ら
れ
る
こ
と
で
、

浮
舟
に
対
す
る
男
君
た
ち
に
等
し
く
三
ヶ
月
の
時
間
が
与
え
ら
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
三
ヶ
月
間
の
服
喪

の
時
間
、
浮
舟
が
小
野
に
病
臥
す
る
三
ヶ
月
間
な
ど
、
複
雑
で
重
層
的
な
時
間
を
構
築
す
る
こ
と
が
可
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能
に
な
っ
た
。

第
二
部
「
源
氏
物
語
の
時
間
設
定
を
め
ぐ
る
文
学
史
的
考
察
」
で
は
、
『
源
氏
物
語
』
が
先
行
す
る

作
品
か
ら
引
き
継
い
だ
時
間
設
定
の
方
法
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
第
三
章
「
「
新
春
の
哀
傷
」
と
い
う

発
想
―
―
私
家
集
か
ら
源
氏
物
語
へ
」
で
は
、
『
源
氏
物
語
』
に
四
回
繰
り
返
さ
れ
る
、
前
年
に
亡
く

な
っ
た
近
親
者
を
正
月
に
哀
悼
す
る
場
面
の
発
想
と
表
現
―
―
Ⅰ
年
が
改
ま
っ
て
も
悲
し
み
は
改
ま
ら

な
い
、
Ⅱ
正
月
を
迎
え
た
周
囲
の
よ
ろ
こ
び
か
ら
疎
外
さ
れ
て
悲
し
み
に
暮
れ
て
い
る
、
Ⅲ
正
月
な
の

に
悲
し
み
の
あ
ま
り
「
こ
と
忌
み
」
が
出
来
な
い
、
と
い
っ
た
発
想
と
そ
れ
に
伴
う
表
現
が
、
先
行
す

る
、
も
し
く
は
同
時
代
の
私
家
集
に
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
第
四
章
「
求
婚
譚
に
お
け
る

時
間
設
定
の
方
法
と
展
開
―
―
あ
て
宮
求
婚
譚
か
ら
玉
鬘
求
婚
譚
へ
」
で
は
、
Ⅰ
求
婚
譚
に
お
お
よ
そ

「
三
年
」
の
時
間
の
枠
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
Ⅱ
「
三
年
」
前
後
の
求
婚
譚
の
時
間
の
枠
組
み
の

中
で
、
二
つ
の
物
語
が
そ
れ
ぞ
れ
の
方
法
で
年
中
行
事
や
描
か
れ
る
季
節
の
景
物
な
ど
の
重
複
を
避
け

よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
、
Ⅲ
五
月
と
九
月
に
結
婚
が
忌
ま
れ
る
「
結
婚
忌
月
」
へ
の
意
識
が
両
作
品
に

認
め
ら
れ
、
特
に
結
婚
忌
月
が
終
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
対
し
て
、
有
力
で
は
な
い
求
婚
者
が
焦
燥
を

感
じ
る
こ
と
が
両
方
の
作
品
に
描
か
れ
る
こ
と
、
な
ど
、
二
つ
の
求
婚
譚
の
時
間
設
定
上
の
共
通
点
を

指
摘
し
、
考
察
を
試
み
た
。

第
三
部
「
源
氏
物
語
の
方
法
と
し
て
の
「
喪
」
の
時
間
」
で
は
、
『
源
氏
物
語
』
に
書
か
れ
た
作
中

人
物
死
後
の
時
間
に
焦
点
を
当
て
る
。
『
源
氏
物
語
』
は
作
中
人
物
の
死
後
の
追
悼
儀
礼
に
伴
う
時
間

軸
―
―
忌
籠
り
の
三
十
日
間
、
四
十
九
日
法
要
、
一
周
忌
法
要
、
死
者
と
の
関
係
の
深
さ
に
よ
っ
て
異

な
る
が
、
重
服
の
場
合
は
一
年
間
の
服
喪
期
間
―
―
を
繰
り
返
し
物
語
に
取
り
込
ん
で
い
る
。
死
の
穢

れ
を
宮
中
に
伝
搬
さ
せ
な
い
た
め
に
、
死
穢
に
触
れ
た
男
君
は
三
十
日
間
の
忌
籠
り
が
必
要
と
さ
れ
た

こ
と
、
一
年
間
の
重
服
期
間
中
の
結
婚
が
社
会
慣
習
上
禁
忌
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
作
中
人

物
の
死
後
一
周
忌
ま
で
は
、
時
間
に
対
す
る
意
識
が
と
り
わ
け
先
鋭
化
さ
れ
る
期
間
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
『
源
氏
物
語
』
は
、
作
中
人
物
死
後
の
追
悼
儀
礼
に
伴
う
時
間
の
流
れ
を
当
時
の
慣
習
に
従
っ
て

ほ
ぼ
正
確
に
刻
む
こ
と
で
、
作
中
人
物
死
後
の
時
間
を
進
行
さ
せ
、
服
喪
期
間
と
い
う
特
殊
な
状
況
下

に
起
こ
る
様
々
な
問
題
を
描
い
て
い
く
。
『
源
氏
物
語
』
の
死
と
哀
傷
の
類
型
と
し
て
は
、
〈
女
君
を

亡
く
し
た
男
主
人
公
が
哀
傷
す
る
型
〉
が
こ
れ
ま
で
に
指
摘
さ
れ
て
来
た
が
、
親
を
亡
く
し
、
一
年
間

の
服
喪
で
あ
る
重
服
中
の
女
君
に
男
君
が
求
婚
す
る
物
語
を
も
う
一
つ
の
類
型
と
し
て
指
摘
し
た
い
。

第
三
部
で
は
、
こ
の
〈
服
喪
中
の
女
君
が
求
婚
さ
れ
る
物
語
〉
の
型
が
見
え
る
、
一
連
の
物
語
を
分
析

し
て
い
る
。

〈
服
喪
中
の
女
君
が
求
婚
さ
れ
る
物
語
〉
に
お
い
て
は
、
重
服
期
間
中
の
結
婚
が
禁
忌
で
あ
る
こ
と
が
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大
き
な
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
第
五
章
「
夕
霧
物
語
の
服
喪
と
結
婚
」
で
論
じ
た

夕
霧
巻
で
は
、
母
を
亡
く
し
た
落
葉
の
宮
が
重
服
期
間
中
に
夕
霧
に
結
婚
を
強
い
ら
れ
る
と
い
う
作
中

唯
一
の
例
が
見
え
、
注
目
さ
れ
る
。
第
五
章
に
お
い
て
は
先
ず
、
同
時
代
の
歴
史
史
料
で
、
儀
式
婚
の

日
取
り
を
重
服
中
に
設
定
す
る
こ
と
が
批
判
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
親
を
喪
っ
た
女
性
の
も
と
に
男
性
が

私
通
す
る
例
が
あ
っ
た
こ
と
、
を
確
認
し
、
服
喪
中
に
結
婚
す
る
側
の
立
場
の
弱
さ
を
指
摘
し
た
。
夕

霧
は
落
葉
の
宮
と
強
引
に
通
じ
る
が
、
こ
の
時
落
葉
の
宮
が
喪
服
か
ら
婚
礼
用
の
装
束
に
着
替
え
さ
せ

ら
れ
、
一
時
的
に
服
喪
を
中
断
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
他
の
重
服
中
の
結
婚
の
例
で
は
、
喪
服
姿
の
ま
ま

結
婚
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
出
来
、
異
例
の
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
夕
霧
は
落
葉
の
宮
の
母
の
葬
儀

や
法
要
を
熱
心
に
支
援
す
る
一
方
、
落
葉
の
宮
の
母
の
た
め
の
服
喪
を
全
う
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
に

寄
り
添
う
こ
と
は
出
来
な
い
。
『
源
氏
物
語
』
で
は
後
見
を
亡
く
し
た
女
君
に
対
し
、
自
ら
の
保
護
の

も
と
肉
親
の
服
喪
を
滞
り
な
く
全
う
さ
せ
る
こ
と
を
男
主
人
の
美
点
と
し
て
重
要
視
す
る
視
点
が
認
め

ら
れ
る
が
、
性
急
に
落
葉
の
宮
を
手
に
入
れ
よ
う
と
す
る
夕
霧
の
行
動
は
夕
霧
の
〈
非
主
人
公
性
〉
を

象
徴
す
る
も
の
と
結
論
づ
け
た
。
第
六
章
「
大
君
物
語
の
服
喪
と
結
婚
」
で
は
、
大
君
物
語
が
大
君
の

父
八
の
宮
の
死
後
薫
が
大
君
に
求
婚
す
る
前
半
と
、
大
君
の
死
後
、
薫
が
悲
嘆
に
く
れ
る
後
半
に
分
け

ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
大
君
物
語
を
〈
服
喪
中
の
女
君
が
求
婚
さ
れ
る
物
語
〉
と
〈
女
君
を
亡
く
し
た
男

主
人
公
が
哀
傷
す
る
型
〉
を
組
み
合
わ
せ
た
物
語
と
捉
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方
法
に
つ
い
て
検
討
し
た
。

大
君
物
語
前
半
で
は
八
の
宮
た
め
の
一
年
服
喪
期
間
が
明
け
た
後
、
一
ヶ
月
の
軽
服
に
服
す
大
君
に
対

し
、
薫
が
結
婚
を
強
行
し
よ
う
と
大
君
を
喪
服
か
ら
婚
礼
用
の
装
束
に
着
替
え
さ
せ
る
場
面
が
あ
る
。

同
時
代
史
料
か
ら
、
重
服
の
後
の
軽
服
が
正
式
な
服
喪
期
間
と
は
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
確

認
し
、
重
服
後
の
軽
服
中
に
薫
が
大
君
に
結
婚
を
迫
る
場
面
が
夕
霧
巻
を
意
識
し
な
が
ら
も
、
薫
が
夕

霧
ほ
ど
の
強
引
さ
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
、
薫
と
大
君
が
結
ば
れ
な
い
物
語
を
描
く
た

め
の
方
法
と
な
っ
て
い
る
と
論
じ
た
。
ま
た
、
女
君
の
服
喪
と
除
服
を
管
理
す
る
の
は
後
見
の
役
割
で

あ
る
た
め
、
中
の
君
の
後
見
と
し
て
薫
を
中
の
君
と
結
婚
さ
せ
た
い
大
君
と
、
大
君
と
結
婚
し
て
大
君

と
中
の
君
両
方
を
後
見
し
た
い
薫
と
の
中
の
君
の
服
喪
を
め
ぐ
る
攻
防
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
大
君
死

後
の
薫
は
大
君
を
看
取
っ
て
死
穢
に
触
れ
た
た
め
、
八
の
宮
邸
に
忌
籠
る
。
他
史
料
に
見
え
る
、
妻
の

死
穢
を
避
け
る
例
を
挙
げ
、
薫
の
大
君
を
哀
傷
す
る
思
い
の
強
さ
を
指
摘
し
、
さ
ら
に
こ
の
忌
籠
り
に

よ
っ
て
、
大
君
が
薫
の
公
的
な
妻
で
あ
る
と
都
の
人
々
に
認
識
さ
れ
て
い
く
様
相
を
検
討
し
た
。

第
七
章
「
二
つ
の
「
喪
」
の
時
間
の
物
語
と
し
て
の
蜻
蛉
巻
」
は
、
浮
舟
四
十
九
日
ま
で
の
時
間
と
、

蜻
蛉
式
部
卿
宮
薨
去
後
、
姪
で
あ
る
明
石
中
宮
が
軽
服
す
る
三
ヶ
月
の
時
間
と
い
う
、
同
時
期
に
始
ま

る
二
つ
の
「
喪
」
の
時
間
が
組
み
合
わ
せ
て
構
成
さ
れ
た
蜻
蛉
巻
の
時
間
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
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明
石
中
宮
は
叔
父
の
軽
服
の
た
め
三
ヶ
月
間
六
条
院
に
里
下
が
り
す
る
が
、
服
喪
中
の
后
妃
た
ち
の
宮

中
滞
在
は
、
死
穢
の
伝
搬
を
避
け
る
忌
籠
り
の
三
十
日
間
の
後
は
、
禁
忌
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
同
時

代
史
料
の
調
査
で
分
か
っ
た
。
蜻
蛉
巻
に
は
、
服
喪
も
ま
ま
な
ら
ず
父
宮
の
四
十
九
日
過
ぎ
に
は
女
房

と
し
て
の
出
仕
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
式
部
卿
宮
の
娘
、
宮
の
君
が
登
場
し
て
お
り
、
実
の
娘
よ
り
も
姪

の
服
喪
が
丁
重
で
あ
る
と
い
う
皮
肉
な
構
図
が
構
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
蜻
蛉
巻
の
三
ヶ
月
間
は
手

習
巻
で
浮
舟
が
小
野
に
病
臥
す
る
時
間
と
ほ
ぼ
一
致
し
、
都
で
宮
の
君
た
ち
女
房
が
男
性
を
誘
う
花
と

さ
れ
る
女
郎
花
に
喩
え
ら
れ
る
の
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
、
床
上
げ
し
た
浮
舟
が
小
野
を
訪
ね
て
き
た
中
将

に
女
郎
花
に
喩
え
ら
れ
て
お
り
、
主
題
と
時
間
の
一
致
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

第
四
部
「
方
法
と
し
て
の
時
間
設
定
」
第
八
章
「
方
法
と
し
て
の
「
日
付
表
現
」
」
で
は
時
間
を
表

す
表
現
そ
の
も
の
が
ど
の
よ
う
に
物
語
の
方
法
と
な
っ
て
い
る
か
を
論
じ
た
。
具
体
的
に
は
、
「
○
日

ば
か
り
」
「
○
日
あ
ま
り
の
ほ
ど
」
な
ど
『
源
氏
物
語
』
に
頻
出
す
る
日
付
表
現
で
は
な
い
、
「
○
日
」

と
断
定
的
に
示
さ
れ
る
日
付
に
認
め
ら
れ
る
傾
向
を
探
っ
た
。
「
○
日
」
と
断
定
的
に
示
さ
れ
る
日
付

の
中
で
Ⅰ
明
石
一
族
に
関
連
す
る
日
付
、
Ⅱ
朧
化
さ
れ
て
い
た
日
付
が
具
体
的
に
な
る
例
、
Ⅲ
吉
日
が

選
ば
れ
た
例
、
Ⅳ
紫
の
上
の
死
と
葬
送
に
関
す
る
日
付
、
に
つ
い
て
考
察
し
、
日
付
の
断
定
が
物
語
の

方
法
と
し
て
意
識
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
様
相
が
確
認
さ
れ
た
。

最
後
に
原
則
「
歩
か
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
平
安
貴
族
女
性
が
例
外
的
に
歩
い
た
例
を
集
め
、
検
討

を
加
え
た
付
録
「
平
安
貴
族
女
性
が
歩
く
と
き
」
を
付
し
た
。


